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第 ２ 回 教 育 委 員 会 記 録 

 

１ 開会年月日  令和３年５月26日(水) 午後１時３０分 

 

２ 開催場所   東分庁舎 ５階 会議室 

 

３ 出席委員   教育長           水 野 達 雄 

         教育長職務代理者      馬 目 順 一 

         委 員           根 本 紀太郎 

         委 員           宮 澤 美智子 

         委 員           小 峰 美保子 

 

４ 欠席委員   な し 

 

５ 説明のために出席した者の氏名 

       教育部長                 高 田   悟 

       教育部次長兼総合調整担当         本 田 宜 誉 

       参与兼学校教育推進室長          髙 橋 苗々子 

教育政策課長               深 谷 健 司 

       生涯学習課長               久保木 隆 広 

       学校教育推進室学校教育課長        菅 野 輝 義 

       学校教育推進室学校支援課長        佐 藤 浩 伯 

       総括指導主事兼総合教育センター所長    小 玉 則 子 

                      

６ 書 記  教育政策課主任主査兼総務係長       青 木 崇 徳  

 

７ 閉 会    午後２時３０分 
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会議の大要 

 

教育長 開会に先立ちまして申し上げます。 

今般のコロナウィルス感染症拡大防止のため、教育委員会の会議について、会

議時間の短縮を図ることから、説明者及び関係者のみの出席とさせていただきま

す。 

説明案件に関しては、「教育長の報告」「議事」「協議事項」の案件とさせて

いただき、「その他」の案件に関しては、書面のみの報告となります。 

委員の皆さまにも迅速な会議の進行に御協力くださるようお願いいたします。 

 

教育長  ただいまから、令和３年度第２回いわき市教育委員会を開催いたします。

欠席委員の通告は、ございません。書記には青木主任主査兼総務係長を任命いた

します。会期は、本日限りといたします。議事録への署名でございますが、本日

出席された委員の皆様方にお願い申し上げます。 

 

教育長  それでは、「６、教育長の報告」に入ります。令和３年度いわき市奨学資

金奨学生の選考結果について、教育政策課長から説明願います。 

 

教育政策課長 〔教育長の報告 令和３年度いわき市奨学資金奨学生の選考結果につ

いての説明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

  御質問や御意見がないようであれば、「６、教育長の報告」を終了いたします。 

  

教育長 続きまして、「７、議事」に入ります。 

議案第１号いわき市社会教育委員の委嘱（補充）について、生涯学習課長から説明

願います。 

 

生涯学習課長 〔議案第１号 いわき市社会教育委員の委嘱（補充）についての説明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

 

教育長 御質問や御意見がないようであれば、本案件に関して、お諮りいたします。 

  議案第１号いわき市社会教育委員の委嘱（補充）について、原案のとおりとしてよ

ろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

教育長 御異議なしと認めます。 
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教育長 次に、議案第２号いわき市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び任命につい

て、学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長 〔議案第２号 いわき市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び任命につ

いての説明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

 

教育長 御質問や御意見がないようであれば、本案件に関して、お諮りいたします。 

  議案第２号いわき市いじめ問題対策委員会委員の委嘱及び任命については、原案の

とおりとしてよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

教育長 御異議なしと認めます。 

 

教育長 次に、議案第３号いわき市教育支援審議会委員の委嘱及び任命（補充）につい

て、学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長 〔議案第３号 いわき市教育支援審議会委員の委嘱及び任命（補充）に

ついての説明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

 

根本委員 委員の中で、校長先生が４名いますが、小学校と中学校の割合の決まりはあ

るのでしょうか。 

 

学校教育課長 委員のご指摘の通りの４名でございますが、この４名は、いずれも教育

委員会で教育行政に携わった校長先生でございます。教育委員会の教育行政にいた時

に特別支援を担当したということで、専門的見地から審議に十分対応できる人物とい

うことで委嘱されているものでございます。割合等はございません。 

 

宮澤委員 総審議件数が712件と知って、すごく多いと思いました。小学校や中学校の

それぞれ相談件数の割合が分かれば教えてください。 

 

学校教育課長 712件の総数については、昨年度分の件数ですが、参考までに令和元年

度は622件、平成30年度は562件となっており、２年連続増加しております。小中の割

合については、手持ちがないためお答えできませんが、内容としては、特別支援学級
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に対しての判断、特別支援学校の入校に向けての診断、就学猶予等での判断というこ

とで、年々増えております。 

 

小峰委員 件数が年々増えてきて、委員の方々も短い時間に審議をするということで、

御負担があるものと思います。今後の審議会自体のあり方についても、どのようにす

れば見直しができるのか、子どもにとって、居心地の良い場所を見つけられるのかと

いう基本に立って、今後、審議の委員の方々に御意見等伺いながら、進めていただけ

ればと思います。 

 

教育長 その他ございますか。御質問や御意見がないようであれば、本案件に関して、

お諮りいたします。 

  議案第３号いわき市教育支援審議会委員の委嘱及び任命（補充）については、原案

のとおりとしてよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

教育長 御異議なしと認めます。 

   

教育長 次に、議案第４号いわき市教育支援審議会専門調査員の委嘱及び任命につい

て、学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長 〔議案第４号 いわき市教育支援審議会専門調査員の委嘱及び任命につ

いての説明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

  

教育長 御質問や御意見がないようであれば、本案件に関して、お諮りいたします。 

  議案第４号いわき市教育支援審議会専門調査員の委嘱及び任命について、原案のと

おりとしてよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

教育長 御異議なしと認めます。 

 

教育長 次に、第５号いわき市総合教育センター運営協議会委員の委嘱（補充）につい

て、学校教育課長から説明願います。 

 

学校教育課長 〔議案第５号 いわき市総合教育センター運営協議会委員の委嘱（補

充）についての説明〕 
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教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

 

教育長 御質問や御意見がないようであれば、本案件に関して、お諮りいたします。 

  議案第５号いわき市総合教育センター運営協議会委員の委嘱（補充）について、原

案のとおりとしてよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

教育長 御異議なしと認めます。 

 

教育長 次に、第６号工事請負契約（旧石住小・中学校解体工事）について、学校支援

課長から説明願います。 

 

学校支援課長 〔議案第６号 工事請負契約（旧石住小・中学校解体工事）についての

説明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

 

根本委員 12頁の説明の中で、地権者に対して説明とありますので、この校地について 

 は、今まで借りていたということだと思いますが、壊した後は更地にして返却という

事でよろしいでしょうか。また、平成28年にサウンディング型市場調査と書いてあり

ますが、これはどのようなものであるのか教えてください。 

 

学校支援課長 まず１点目の土地の関係でございますが、こちらは学校敷地の中に、市

の所有の土地と民間所有の土地が両方入っていますので、民間の所有の土地に関しま

しては借地であり、返還することになります。もう１点、サウンディング型市場調査

でございますが、こちらは公募に先立ちまして、民間事業者における施設活用のアイ

ディアを調査するもので、アイディアで具体化できそうなものがあれば公募に進むと

いう形になります。 

 

根本委員 本案件については、そのようなアイディアの提案等が無かったということで

しょうか。 

 

学校支援課長 そうです。旧石住小・中学校に関しましては、アイディアの提案等はあ

りませんでした。 

 

根本委員 この他にも、残念ながら少子化などで最近閉校した所がいくつかあると思い 

ますが、今いくつくらいあるのか、どんな状況なのか、概略で結構ですので教えてく

ださい。 



   - 6 - 

 

 

学校支援課長 学校の利用に関しまして、現在利用されておりますのは、旧田人二小の

南大平分校において、地元産の木材を使ったわりばしを製作している民間事業者が活

用しております。旧田人二小は、現在ＥＶ、電気自動車の研究開発拠点として民間事

業者の方で使うことで調整している状況です。旧永井小については、ＮＰＯ法人の方

で水産品ですとか、手作りの雑貨の販売などを運営している状況です。旧永戸小につ

いては、ドローン、ＩоＴの研究開発の拠点として民間事業者が活用している状況で

す。また、田人地区には旧田人一小荷路夫分校、旧貝泊小中学校、今回の旧石住小中

学校がございますが、こちらの３校は事業者の応募がございませんでしたので、解体

に向けて事務を進めているところでございます。 

 

馬目教育長職務代理者 この学校の建設した年月日はどのくらいなのでしょうか。ま

た、教育委員会では耐震の設備投資を行いましたが、体育館や校舎は、同様に設備投

資を行っているのでしょうか。 

 

学校支援課長 旧石住小・中学校の建築年度でございますが、昭和56年度の建築です。

平成11年度に耐震診断を行っておりまして、耐震性有りということで、耐震の工事は

不要となっておりました。 

 

教育長 その他ございますか。御質問や御意見がないようであれば、本案件に関して、

お諮りいたします。 

  議案第６号工事請負契約（旧石住小・中学校解体工事）について、原案のとおりと

してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

教育長 御異議なしと認めます。 

 

教育長 次に、第７号財産取得（平南部学校給食共同調理場）について、学校支援課長

から説明願います。 

 

学校支援課長 〔議案第７号 財産取得（平南部学校給食共同調理場）についての説

明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

 

馬目教育長職務代理者 16頁の２（５）（６）ですが、これは項目が同じなのに機器の

数が違う分類となっておりますが、これはどういう違いがあるのでしょうか。 

 

学校支援課長 こちらは大きさの違いになってございます。 
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 幅が違うのですが、（５）の幅が2,200mm、（６）の幅が1,100㎜で、（５）の方が大

きい機種となっております。 

 

馬目教育長職務代理者 トラックインとは、どういう意味があるのですか。 

 

学校支援課長 食缶を熱で消毒する保管機に入れて消毒しますが、台車に乗せたまま、

台車ごと消毒機に入れられるというのがトラックインです。食缶を消毒機に入れるの

ではなく、台車に食缶を入れて、台車ごと消毒機に搬入するものになります。 

 

教育長 御質問や御意見がないようであれば、本案件に関して、お諮りいたします。 

  議案第７号財産取得（平南部学校給食共同調理場）について、原案のとおりとして

よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

教育長 御異議なしと認めます。 

  

教育長 続きまして、「８、協議事項」に入ります。 

 令和３年度教育委員会が行う事務の点検及び評価の実施方針について、教育政策課長

から説明願います。 

 

教育政策課長 〔協議事項 令和３年度教育委員会が行う事務の点検及び評価の実施方

針についての説明〕 

 

教育長 それでは、質疑に入ります。本案件に関して、御質問や御意見がありました

ら、お願いいたします。 

 

小峰委員 今の状況でお答えできる範囲で結構ですので、キャリア教育推進事業の中

の、昨年経済教育ということで、エリムで12月に小学校と中学校でやられていた事業

については、今年はどのような計画になっているのかというのを教えてください。 

 

総括指導主事兼総合教育センター所長 今年度の小学校におけるスチューデント・シテ 

ィ、中学校におけるファイナンス・パークにつきましては、コロナの影響で１学期に

つきましては活動の方を中止しております。その理由としましては、１点目は小学校

のスチューデント・シティについては、複数の企業の方からご協力をいただき、人材

を派遣していただきまして実施しているのですが、その企業の方から人材を派遣する

ことができないというふうに、協力を十分に得られない状況でございます。また、複

数の学校が合同で活動するということもございまして、活動の方も制限がかかってい

る形で、１学期分につきましては、活動を中止としております。また中学校におきま

しては、単独で授業ができるものを考えており、出前講座ということで、３校から出

前講座の希望がありますことから、現在計画している状況です。２学期の活動につき
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ましては、今の緊急事態宣言の今後の動向も注視しまして、６月中に判断したいと考

えております。 

 

教育長 その他ございますか。 

 

小峰委員 不登校対策事業についてですが、適応指導教室「チャレンジホーム」だけで

はなく、今いくつかの学校にＳＳＲ、復帰できるようにということで配置されている

ようなことも、いろいろご配慮いただいているように聞いております。コロナのこと

もあり、なかなか不登校の児童生徒も増える傾向にあるのかなと思いますので、チャ

レンジホームだけではなく、復帰できなくても、そういった支援というのも引き続き

していただきたいと思います。 

 

教育長 その他ございますか。御質問、御意見がないようであれば、「令和３年度教育

委員会が行う事務の点検及び評価の実施方針について」に係る協議を終了いたしま

す。事務局においては、本委員会での協議内容を踏まえ、点検・評価に取り組まれま

すようお願いいたします。 

 

教育長 最後の「９、その他」の案件につきましては、冒頭で申し上げましたとおり、

書面報告とし、資料配布のみとさせていただきますのでご了承ください。 

 

教育長 円滑な会議の進行に御協力いただき、ありがとうございました。 

以上で、令和３年度第２回教育委員会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


